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作成組織における事業採算性等に関するワーキンググループの検討結果（案） 

 

１ 本ＷＧにおける検討の経緯 

地方公共団体の非識別加工情報の活用をより効率的に行うための仕組みに

ついては、「地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組

みの在り方に関する検討会」（座長：岡村久道弁護士。以下「検討会」という。）

において、平成 29 年度に開催した「地方公共団体が保有するパーソナルデー

タの効果的な活用のための仕組みの在り方に関する検討会」の検討結果や「規

制改革実施計画」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）の内容を踏まえ、作成組織

の在り方に関して検討を重ね、先般、作成組織の認定基準、加工基準や安全管

理措置等の規律、地方公共団体からの情報の提供等、法制上の措置を講じるこ

ととした場合に想定される論点について、「中間取りまとめ」が行われたとこ

ろである。  

作成組織については、検討会において整理した論点に加え、事業採算性等の

実効性を検証し、その結果等を踏まえ必要な措置を講じる必要があり、この「作

成組織における事業採算性等に関するワーキンググループ」（以下「ＷＧ」とい

う。）において、検討を進めてきたところである。 

 

２ 事業採算性等の検討の考え方 

事業採算性等の検討に当たっては、作成組織の費用及び作成組織の利用料収

入に係る分析がそれぞれ必要と考えられる。ＷＧにおいては、まずは、①作成

組織の費用に係る分析を行いつつ、②作成組織の利用料収入については、匿名

加工情報や国の非識別加工情報に係る収入の状況等について、可能な限り情報

収集を行うこととした。 

なお、作成組織が作成・提供する非識別加工情報に係る利用料の水準につい

ては、「中間とりまとめ」においても、基本的に作成組織の自律的な判断に委ね

られることが想定されており、事業採算性等を有すること等を見込んだ事業者

の申請に基づき国の認定を受けて非識別加工の作成・提供を行うことが想定さ

れている。 

したがって、あえて事業採算性を検証するまでの必要性はない、という見方

もできる。しかしながら、作成組織の在り方を検討している時点において、国・

地方等を通じて、非識別加工情報の作成・提供の実績は十分でなく、そもそも

作成組織がどの程度の事業性を有するかを判断する基本的なデータが官民を

通じて不足しており、事業者の認定可能性が予見できる状況にないことや、作

成組織は、地方公共団体の保有する個人情報を取り扱うことから、制度開始に

資料１ 



2 

 

当たって取り扱う個人情報等に関して必要な安全管理措置が継続的に講じら

れる必要があり、その前提として事業採算性が十分確保されているかを検証す

る必要が認められたことから、ＷＧにおいて事業採算性等を検証しようとする

ものである。 

 

３ 作成組織に係る費用 

作成組織に係る費用については、ＷＧ構成員の民間事業者の協力を得て、「中

間取りまとめ」の内容を基に試算を行った。具体的には、下記⑵の費用を想定

し、また、同一自治体に提案がなされる場合のほか、複数自治体に対して同内

容の非識別加工情報の提案がなされる場合も考えられることを踏まえ、提案先

自治体や提案頻度に応じて、下記⑶に掲げる３つのケースを仮定した。 

 

⑴ ケース概要 

市町村の保育児童台帳に係る非識別加工情報を提供するもの。個人情報フ

ァイルの本人の数を５，０００人と想定。 

 

⑵ 対象とする費用 

（ａ）初期投資費用に係る項目 

・ネットワーク環境の整備 

・データセンターの整備や事業の運営体制の立ち上げ等に係る費用等 

（ｂ）運営経費に係る項目 

① 事業運営上継続的に必要となる経費 

・ ＬＧＷＡＮ接続や回線に係る費用   

・ システム運用に係る費用 

② 非識別加工情報の作成に必要となる経費 

・ 提案受付、審査、自治体からのデータ抽出に係る費用 

・ 抽出データの分析、非識別加工の実施 

・ データ利活用事業者への非識別加工情報の提供 

・ 苦情対応 

 

⑶ 提案先自治体・提案頻度に応じたケース作成 

ケース①：年間１２件の提案がなされるケース（同一自治体が作成する非

識別加工情報が繰り返し提供される前提） 

ケース②：年間１２件の提案がなされるケース（異なる複数の自治体が作

成する非識別加工情報が提供される前提） 

ケース③：年間１８０件の提案がなされるケース（同一自治体が作成する

非識別加工情報が繰り返し提供される前提） 
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上記の仮定の下に行った試算の結果については、別紙１のとおりである。当

該結果について、ＷＧにおいて、 

・ ある程度客観的に試算が可能な項目と、データ形式の整理や非識別加工

の実施等、取り扱うデータベースの内容によって実際のコストに大きな

ばらつきが想定される項目との仕分け・整理（別紙１参照） 

・ 初期投資費用の回収方針や自治体の保有するデータの項目名等につい

て、事前に自治体等との確認に要する工程の積算の有無等、試算の前提条

件の明確化（別紙２参照） 

・ 作成組織が、行政機関個人情報保護法や条例の非識別加工情報の仕組み

と同様、営利活動では必ずしも必要とされない手続（企業からの相談対応、

提案の受付、審査、自治体との調整等）を行うこととした場合に必要とな

る費用（別紙３参照）についての試算 

・ 試算結果として算出された費用が一般的に妥当と評価できる内容であ

るかどうか 

・ 想定していたデータが欠落していた場合等に生じ得るデータ利活用事

業者との間の事情変更や、不適切な事案が発生した場合の個人情報に係

る本人等との間の法的なリスク等、あらかじめ試算し難い項目 

等について、議論を行った。 

なお、ＷＧにおいてまとめた試算結果は、ＷＧ構成員の真摯な協力によって

算出した数値であり、ＷＧとしては、基本的には各試算結果を尊重しつつ、算

出方法や前提条件等を確認し、一般的な妥当性を議論したものである。 

したがって、試算結果として算出された数値等は、あくまでもＷＧの検討の

土台となる参考値として理解すべきものであり、実際の作成組織の運営に係る

費用として標準的な水準を示すものではないし、非識別加工情報の利用料水準

を誘導又は推定させるものでもないことには留意が必要である。 

 

４ 作成組織における利用料収入 

先述のとおり、参考となる非識別加工情報の提供実績が不足している現時点

においては、直接参考となる事例がなく、また、データ利活用事業者側の意向

についても実際の非識別加工情報の内容を踏まえて把握することが現時点で

難しいと考えられるため、作成組織における利用料収入について分析を行うこ

とは困難であった。 

そのため、政府において別途取組が進んでいるパーソナルデータの利活用施

策の一つである情報信託機能の認定等に係る実証事業に関わる事業者にヒア

リングを実施した。その結果、 
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・ パーソナルデータの流通価値は、一律の価格に変換できるものではない

こと 

・ 提供価格は、データ提供者が得ることになる価値にも依存するものと考

えられること 

・ 現在、情報信託機能に係る実証事業の過程において、利用料の設定も含

めてビジネスモデルが描けるか取り組んでいる状況にあること 

等の意見を得られた。 

こうしたことから、現時点では、客観的に利用料収入を見込む方法によっ

て、作成組織における利用料収入を試算、検証することは困難な状況にある

といわざるを得ない。 

ＷＧにおいては、行政機関非識別加工情報や統計調査票情報の二次利用に

おける手数料等を把握するほか、「３．作成組織の費用」において試算した費

用を、各ケースで想定する非識別加工情報の提供件数で機械的に割り落とし

た数値を参考として示すにとどめることとした。（別紙４） 

 

５ 事業採算性等に係る検討結果 

（１）事業収支に関する検討 

ＷＧとしては、上記３及び４の検討結果を踏まえ、現時点において、作成

組織に事業採算性が見込める状況がどのようなものかについて整理を行っ

た。 

作成組織に係る費用の試算においても、現実に作成組織の仕組みを運用

してからでないと見積もり難いコストが存在するが、現時点で把握可能な範

囲での試算内容を踏まえると、以下の点に留意すべきではないか。 

①  例えば特定の個人情報ファイルに係る非識別加工情報の作成・提供に

伴う利用料収入によって、当該非識別加工情報の作成に要した費用を全

て賄うこととする場合には、利用料を非常に高額に設定せざるを得なく

なるため、実際には困難な場合があること 

② 同一の非識別加工情報を複数のデータ利活用事業者にそれぞれ提供す

る場合は、２件目以降のデータ利活用事業者の提案に係る非識別加工情

報の作成費用は１件目と比較して低下すると考えられるため、トータル

で見れば採算性の確保がより容易となると考えられること 

③ また、自治体のデータに係る非識別加工情報の作成実績がなく、自治

体のデータ形式等を熟知した事業者が限られる現時点においては、非識

別加工情報の対象となる個人情報ファイルのデータ形式等を既に十分に

把握している事業者がより効率的な形で非識別加工情報を作成できる可
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能性があること 

 

（２）事業の運用状況を踏まえた検証と公的支援 

作成組織は、民間企業を含めて、国の認定を希望する法人の申請が前提

となっており、利用料の水準も含めて非識別加工情報の提供に係る契約内

容は作成組織とデータ利活用事業者との間で契約自由原則の下に締結され

るから、まずは作成組織の仕組みを構築し、仕組みを実際に運用し、その

状況を踏まえて、改めて検証することも考えられる。 

作成組織の事業採算性等については、上記のとおり、同一の非識別加工

情報を複数のデータ利活用事業者に繰り返し提供する場合や自治体のデー

タ形式等を熟知しており、データ形式変換等に係るコストの効率化が可能

な場合等においては、作成組織が自律的に事業運営を行うことができると

考えられるものの、現時点において非識別加工情報のニーズが十分に見込

めるとはいい難いこと、自治体とのデータ受渡し等にどの程度の調整コス

トを要するか等、様々な不確定要素があるため、作成組織の仕組みに係る

事業採算性を明確に評価することは難しい状況にある。 

また、作成組織の仕組みを構築するに当たっては、地方公共団体が保有

する個人情報を活用することになることから、国民の信頼の確保が大変重

要であることを踏まえると、作成組織が自治体と同等の安全管理措置を確

実に講じることが必要である。さらに、作成組織は、個人情報や非識別加

工情報を取り扱うことに鑑みて、提案の受付や提案内容の審査といった特

別な手続を行うことを想定している。 

加えて、作成組織の仕組みは、国の施策として、地方公共団体の保有す

る個人情報に係る非識別加工情報の作成・提供を全国同一のルールの下

で、より効率的に進めるものであり、特定の地域だけでなく、全国を通じ

てデータ利活用の推進に貢献することを目的とする仕組みである。 

以上を踏まえると、作成組織の仕組みの構築に必要となる経費について

は、以下のように、国において財政的な支援を行うことも考えられ、下記

の考え方も含めて、作成組織に係る具体的な措置の在り方については、政

府等において議論を行うことが望ましい。 

（ａ）作成組織の仕組みを構築するに当たっては国民の信頼の確保が大変

重要であることを踏まえ、作成組織が自治体と同等の安全管理措置を

確実に講じることができるよう、そのために必要となる初期費用（ネ

ットワーク環境の整備、データセンターの整備や事業の運営体制の立
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ち上げ等に係る費用等）に係る経費については、財政的な支援を行う

ことが適当とする考え方 

（ｂ）上記（ａ）に加えて、①作成組織の仕組みが、行政機関個人情報保

護法の非識別加工情報の仕組みを基本に、提案の受付や提案内容の審

査といった、通常の営利活動では必ずしも必要とされない手続を作成

組織に要求していること、また、②作成組織と自治体との間の調整に

係る費用は、仮に条例で非識別加工情報を提供する場合には基本的に

発生しないことから、これらの経費については、データ利活用事業者

に転嫁することは、過重な負担とも考えられるため、運営経費の一部

に対しても財政的な支援を行うことが適当とする考え方 

 



ケース① Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

初期費用 ８０，６００ ８９，３００ ４０，０００

運用費用 ７５，０９８ ５５，９５８ ６４，５００

固定的な費用 ５９，６２６ ４８，５２４ ５１，６７５

変動的な費用 １５，４７２ ７，４３４ １２，８２５

・ケース① 年間１２件の提案がなされるケース（同じ非識別加工情報が提供される前提）
・ケース② 年間１２件の提案がなされるケース（異なる非識別加工情報が提供される前提）
・ケース③ 年間１８０件の提案がなされるケース（同じ非識別加工情報が提供される前提）

（別紙１） 作成組織の事業採算性等について（費用面） －概要－

ケース② Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

初期費用 ８０，６００ ８９，３００ ４０，０００

運用費用 ７６，６８２ ７３，６５５ ６８，４００

固定的な費用 ５９，６２６ ４８，２６０ ５３，１００

変動的な費用 １７，０５６ ２５，３９５ １５，３００

ケース③ Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

初期費用 ８０，６００ ８９，３００ ４０，０００

運用費用 ９９，２９０ １３５，０８６ １５４，３００

固定的な費用 ５９，６２６ ９２，８７６ ９１，０００

変動的な費用 ３９，６６４ ４２，２１０ ６３，０００

単位：千円

1

（※）試算結果として算出された上記の数値等は、あくまでも本ＷＧの検討の土台となるものであり、実際の作成組織の運営に係る費用として標準的な水準を示すものではないし、
非識別加工情報の利用料水準を誘導又は推定させるものでもないことには留意が必要である。



（別紙２） 作成組織の事業採算性等について（費用面） －試算に当たっての前提条件－

項目 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

1
・既存のＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービスを
活用

新規構築
＜備考：弊社の場合、既設環境を活用する場合も既存
サービスとの間で接続料等を調整・按分するため、事
業としてのコスト上は原則ゼロになりません。このとき
按分の金額は現状特定できないため、今回は便宜上
新規構築で積算しております。＞

新規構築
既存のＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービスを活用
番号系ネットワークにある個人情報は、自治体が、予め
媒体等でLGWAN接続系に移すものとする。

2 ・初期投資費用の回収
一定の期間での回収を見込む。
（本件の検討においては5年とした）

最初の初期投資の回収は見込まない。ただし、５年
後目安に更新していく経費は「２．運用経費」に計上

５年で回収できることを見込む。

3 ・新規事業所の確保に要する経費 見込まない(既存事業所を活用) 見込まない（既存の事業所を利用） 見込まない(既存事業所を活用)

4
・標準フォーマットへの変換コスト、
更に同じパッケージシステムを使用
している場合の効率化

変動費として見込む(試算見積もり中に含む) 変動費として見込む 変動費として見込む

5
・利活用事業者との確認作業に係る
経費

変動費として見込む(試算見積もり中に含む) 見込まない 変動費として見込む

6
・自治体側のデータ抽出費用等の
負担

見込まない 見込まない 見込まない

7
・契約不調の場合について（作業の
結果、契約にいたらなかった等）

変動費として見込む(試算見積もり中に含む) 見込まない 見込まない

8
・非識別加工情報の基準適合性に
関する作成組織側のリスク

変動費として見込む(試算見積もり中に含む) 見込まない 見込まない

9 ・自治体側からのデータ提供の形式原則CSVファイルを想定 CSVファイル

個人情報ファイル簿の指定した項目に対応するCSV

ファイル。
・ＳＪＩＳ，ＵＴＦ系の文字コードが前提。ホスト等の
特殊な文字コードデータのケースは見込まない。
・住所、日付時刻等のフォーマットは行政データ連携標
準(https://cio.go.jp/guides#gyousei)に基づいているも
のと仮定する。

10
・自治体との間のデータ項目名と
データ内容の確認作業

変動費として見込む(試算見積もり中に含む)
本資料の「４．標準フォーマットへの変換コスト」として
変動費として見込む

見込まない

11
・民間事業者に対する非識別加工
情報の提供

インターネット環境で提供(民間事業者の操作による
ファイルのダウンロードを想定)

媒体提供（インターネット環境でもよければ変更可） インターネット環境で提供

12
・非識別加工情報提供後の要件変
更等

見込まない(新規提案として整理) 見込まない(新規提案として整理) 見込まない(新規提案として整理)
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○ 行個法・条例における非識別加工情報の作成に必要となる「企業からの相談対応」、「提案の受付」、「審査」、「自治体との調
整」等に係る費用の内訳を算出したところ、以下のとおり。

ケース① Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

運用 ７５，０９８ ５５，９５８ ６４，５００

うち提案等 １１，８００ ４，２００ ３，９１８

（別紙３） 作成組織の事業採算性等について（費用面） －提案等の内訳－

3



別紙１のケース①～③について、それぞれ当該ケースが想定する提案件数によって、作成組織の費用を料金に賄おうとする場合の料金

（別紙４） 作成組織の事業採算性等について（収入面）

（※）試算結果として算出された上記の数値等は、あくまでも本ＷＧの検討の土台となるものであり、実際の作成組織の運営に係る費用として標準的な水準を示すものではないし、
非識別加工情報の利用料水準を誘導又は推定させるものでもないことには留意が必要である。

料金／１件あたり Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

ケース① ７，６０２ （初期・運用とも賄う）
６，２５８ （運用分のみ賄う）

６，１５２（初期・運用とも賄う）
４，６６３（運用分のみ賄う）

６，０４２（初期・運用とも賄う）
５，３７５（運用分のみ賄う）

ケース② ７，７３４ （初期・運用とも賄う）
６，３９０ （運用分のみ賄う）

７，６２７（初期・運用とも賄う）
６，１３７（運用分のみ賄う）

６，２６７（初期・運用とも賄う）
５，７００（運用分のみ賄う）

ケース③ ６４１ （初期・運用とも賄う）
５５２ （運用分のみ賄う）

８４９（初期・運用とも賄う）
７５０（運用分のみ賄う）

９０２（初期・運用とも賄う）
８５７（運用分のみ賄う）

参考１

項目 金額

①事務手数料 1,950円

②匿名データの提供ファイル数 4,450円×ファイル数

③格納する媒体の料金 CD-Rの場合 100円×必要枚数（ファイル数）
DVD-Rの場合 120円×必要枚数（ファイル数）

④郵送による受取の場合 郵送料金

項目 金額

①集計に要する時間１時間までごと 4,400円×時間

②媒体による受取の場合 CD-Rの場合 100円
DVD-Rの場合 120円

③郵送による受取の場合 郵送料金

参考２ （公的統計調査の調査票情報等の活用）

【手数料の例】
例１： 全国消費実態調査の４つの年次を１ファイルずつCD-Rで利用する場合

20,150円
例２： 社会生活基本調査の「調査票A」の生活行動編と生活時間編について、

４つの年次を１ファイルずつDVD-Rで利用する場合 38,150円

【実績】
平成２９年度 手数料平均 ３万７千円

【手数料の例】
例１： 国勢調査（抽出詳細集計）（平成22年）表数１
例２： 家計調査（平成29年１月～12月）表数１
例３： 就業構造基本調査（平成29年）表数２

【実績】
平成２９年度 手数料平均 ３４万９千円

約４万円
約１３万円
約７万円

（※１） 参考２は、総務省統計局、（独）統計センターのＨＰ等の情報に基づきの提供情報も踏まえ、総務省地域情報政策室に
おいて作成。

（※２） 実際は「手数料の例」とは異なる場合がある。また、実績の手数料平均は、統計センターが受託しているものに限る。

単位：千円
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（別紙４） 作成組織の事業採算性等について（収入面）

○ 行政機関個人情報保護法
（手数料）

第四十四条の十三 第四十四条の九の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、政令で定める
ところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

２ 前条第二項において準用する第四十四条の九の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、
政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

○ 行政機関個人情報保護法施行令
（行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料）

第二十五条 法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計
額を加算した額とする。
一 法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第一項又は第二項の
規定により意見書の提出の機会を与える同条第一項に規定する第三者一人につき二百十円（当該機会を与える場合に限る。）
二 行政機関非識別加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
三 行政機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をする場合に限る。）

２ 法第四十四条の十三第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関非識別加工情
報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者 法第四十四条の九の規定により当該行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する
者が法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
二 法第四十四条の九（法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。）の規定により当該行政機関非識別加工情
報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円

３ 略
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